
「知事が取り扱う個人情報の保護に関する福岡県個人情報保護条例施行規則（平成１７

年福岡県規則第２７号）」の一部改正について 

 

 

○ 改正の趣旨及び内容について 

１ 電磁的記録の開示方法について 

 【改正の趣旨】 

・福岡県個人情報保護条例（平成１６年福岡県条例第５７号）第２２条第２項に定 

 める電磁的記録の開示方法に関し、最近の情報化の進展状況を勘案し、対応する 

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

【改正の内容】 

（１） 第１０条関係 

     ア 録音カセットテープ、ビデオカセットテープ及びこれらを再生等する専用機

器の国内生産が減少、終了している状況を勘案し、「録音テープ又は録音ディ

スク」「ビデオテープ又はビデオディスク」の開示に支障がある場合、ＤＶＤ－

Ｒなどの電磁的記録媒体に容易に複写できる場合には、当該複写物を用いた開

示を行うことができること。  

   

イ 録音カセットテープの規格は、録音時間１２０分に、ビデオカセットテープ 

の規格は、録画時間１２０分・ＶＨＳ方式に限定されているが、これらカセッ 

トテープ類の国内生産が減少している状況を勘案し、録音カセットテープ及び 

ビデオカセットテープの規格を撤廃すること。 

改正後 改正前 

(電磁的記録の開示方法） 

第十条 条例第二十二条第二項の実施機関が定める

方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応

じ、当該各号に定める方法とする。ただし、第一

号及び第二号に掲げる電磁的記録について、当該

各号に定める方法による再生又は複写に支障があ

る場合で、ＣＤ―Ｒ、ＤＶＤ―Ｒその他の電磁的

記録媒体に容易に複写できるときは、当該電磁的

記録媒体に複写したものを第三号に定める方法に

より開示することができる。 

 

（電磁的記録の開示方法） 

第十条 条例第二十二条第二項の実施機関が定

める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種 

別に応じ、当該各号に定める方法とする。 

 

 

 

 

 

 

（開示の実施及び方法） 

第二十二条 （略） 

２ 個人情報の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては、閲覧若しくは視聴又

は写しの交付により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案し

て実施機関が定める方法により行う。 

３～５ （略）  



一 録音テープ又は録音ディスク 

イ （略） 

ロ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カ

セットテープに複写したものの交付 

 

 

二 ビデオテープ又はビデオディスク 

イ （略） 

ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビ

デオカセットテープに複写したものの交付 

 

 

三 その他の電磁的記録 

 

次に掲げる方法であって、知事がその 

保有するプログラム（電子計算機に対する指令

であって、一の結果を得ることができるように

組み合わされたものをいう。）により行うこと

ができるもの 

  イ及びロ （略） 

ハ 当該電磁的記録をＣＤ―Ｒ、ＤＶＤ―Ｒそ

の他の電磁的記録媒体に複写したものの交

付（当該複写したものの交付を容易に行う

ことができるときに限る。） 

一 録音テープ又は録音ディスク 

イ （略） 

ロ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音

カセットテープ（録音時間百二十分のも

のに限る。以下同じ。）に複写したもの

の交付 

二 ビデオテープ又はビデオディスク 

イ （略） 

ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを

ビデオカセットテープ（録画時間が百二

十分でＶＨＳ方式のものに限る。以下同

じ。）に複写したものの交付 

 三 前二号に該当するものを除くその他の電

磁的記録 

次に掲げる方法であって、知事がその保

有するプログラム（電子計算機に対する指令

であって、一の結果を得ることができるよう

に組み合わされたものをいう。）により行う

ことができるもの 

  イ及びロ （略） 

ハ 当該電磁的記録をＣＤ―Ｒその他の電磁

的記録媒体に複写したものの交付（当該

複写したものの交付を容易に行うことが

できるときに限る。） 

  

 

（２）別表関係 

          録音テープ・ビデオテープ等をＤＶＤ－Ｒなどの電磁的記録媒体に複写した物

の視聴又は複写による開示を行うことができるようにするに当たり、電磁的記録

の写しの交付媒体として、「ＤＶＤ－Ｒ」を新たに追加し、その交付費用を１枚に

つき１００円と設定すること。 
区分 交付する写し 金額 

一 文書、図画又は写真 一 複写機により複写したもの（単

色刷り） 

一枚につき 

十円 

二 複写機により複写したもの（多

色刷り） 

一枚につき 

三十円 

二 マイクロフィルム 用紙に印刷したもの 用紙一枚につき 

十円 

三 録音テープ又は録音

ディスク 

録音カセットテープに複写したもの 一巻につき 

百二十円 

四 ビデオテープ又はビ

デオディスク 

ビデオカセットテープに複写したも

の 

一巻につき 

百七十円 

五 電磁的記録 一 用紙に出力したもの（単色刷

り） 

用紙一枚につき 

十円 

二 用紙に出力したもの（多色刷

り） 

用紙一枚につき 

三十円 



三 ＣＤ―Ｒに複写したもの 一枚につき 

八十円 

四 ＤＶＤ―Ｒに複写したもの 一枚につき 

                 百円 

五 その他の電磁的記録媒体に複写

したもの 

当該写しの作成に要する費用に相当する

額 

六 その他の公文書 当該公文書の性質に応じ作成した写

し 

当該写しの作成に要する費用に相当する

額 

 

 

２ 全部開示決定の場合の教示文について 

 【改正の趣旨】 

・個人情報保護条例第１７条第１項の規定に基づき、開示請求に係る個人情報の全 

部を開示する旨の決定をする場合に不服申立てがなされる想定をしていなかった

（注）ので、不服申立て等に係る教示を行っていなかったが、制度を運用していく

中で、全部開示の場合にも不服申立てが行われる事例（個人情報の特定に対する不

服申立て）が出てきたため。 

※教示をしなかった場合、審査請求期間を徒過していても、そのことをもって不適法却下とは 

できない。 

    （注）一般に申請に係る処分について申請どおりの処分をする場合は、当該処分の相手方に

は、不服申立ての利益はないと考えられるから、当該処分は不服申立てをすることが

できる処分には当たらず、教示を要しないと考えられる。 

（逐条解説 行政不服審査法） 

 

【改正の趣旨】 

 ・様式第３号及び様式第３号の２関係 

開示請求に対し全部開示決定するときの通知書に、行政不服審査法（平成２６年法 

律第６８号）第８２条第１項及び行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第

４６条の規定による教示文を付すこと。 

 



 

様式第３号（第５条関係） 

 

個人情報開示決定通知書 

 
第     号  

年  月  日  

 

            様 

 

                       福岡県知事 

 

 

年  月  日付けで開示請求のあった個人情報については、福岡県個人情報

保護条例（平成１６年福岡県条例第５７号）第１７条第１項の規定により、次のとおり個

人情報の全部を開示することを決定したので通知します。 

開示請求に係る個人情報の

内容 

 

個人情報の開示を実施する

日時及び場所
 

日時      

           午前 

   年  月  日      時  分 

           午後 

場所 
 

事務担当課等 

部・局・所    課・室      係 

電話番号（   ）  ―     内線（    ） 

備考 
 

注 １ 個人情報の開示を受ける際には、①この通知書と②開示請求をした本人であることを証明す 

   るために必要な書類を係員に提示してください。 

  ２ 指定された日時に来られない場合は、あらかじめその旨を電話等により事務担当課等まで連 

   絡してください。 

  ３ 条例第２２条第４項の規定により、この通知があった日から９０日を経過すると開示を受け 

   ることができなくなりますので、御留意ください（正当な理由がある場合を除きます。）。 

 

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

福岡県知事に対して審査請求をすることができます。また、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この決定の取消しの訴え

を提起することもできます。 

なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

 

印 

 

 

 



 

様式第３号の２（第５条関係） 

 

特定個人情報開示決定通知書 

 
第     号  

年  月  日  

 

            様 

 

                       福岡県知事 

 

 

年  月  日付けで開示請求のあった特定個人情報については、福岡県個人

情報保護条例（平成１６年福岡県条例第５７号）第１７条第１項の規定により、次のとお

り特定個人情報の全部を開示することを決定したので通知します。 

開示請求に係る特定個人情

報の内容 

 

特定個人情報の開示を実施

する日時及び場所
 

日時      

           午前 

   年  月  日      時  分 

           午後 

場所 
 

事務担当課等 

部・局・所    課・室      係 

電話番号（   ）  ―     内線（    ） 

備考 
 

注 １ 特定個人情報の開示を受ける際には、①この通知書と②開示請求をした本人であることを証 

   明するために必要な書類を係員に提示してください。 

  ２ 指定された日時に来られない場合は、あらかじめその旨を電話等により事務担当課等まで連 

   絡してください。 

  ３ 条例第２２条第４項の規定により、この通知があった日から９０日を経過すると開示を受け 

   ることができなくなりますので、御留意ください（正当な理由がある場合を除きます。）。 

 

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

福岡県知事に対して審査請求をすることができます。また、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この決定の取消しの訴え

を提起することもできます。 

なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

 

 

印 

 

 

 


